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令和７年度高松市卸売市場財務諸表分析及び助言等業務委託仕様書 

 

第１章 一般事項 

１ 業務名称 

令和７年度高松市卸売市場財務諸表分析及び助言等業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務の目的 

本業務は、令和７年度において「高松市中央卸売市場業務条例」に基づき、市場業務の適正

かつ健全な運営確保の観点により、本市場内の卸売業者及び仲卸業者を対象として、財務諸表

の分析及び財務検査を実施するに当たり、これを円滑に進めるため、必要な助言等を行うこと

を目的とする。 

 

３ 業務期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日（火）までとする。 

 

４ 業務の実施 

(１) 本業務は、本仕様書に基づき実施すること。 

(２) 受託者は、業務の実施に当たって、関係法令及び条例を遵守すること。 

(３) 受託者は、業務の実施に当たって、委託者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解

した上で適切な人員配置のもとで進めること。 

(４) 受託者は、業務の進捗に関し、委託者に対して定期的に報告を行うこと。 

(５) 本業務の一部を再委託する場合は、予め委託者の承諾を得ることとする。ただし、コピ

ー、印刷、製本、資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっては承諾を必要としない。 

(６) 本業務を適正かつ円滑に実施するため、常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等

の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ記録簿に記録し、相

互に確認すること。 

また、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに委託者と協議する

こと。 

(７) 受託者は成果品の提出に際し、社内検査を実施し、適正な品質管理に努めること。 

 

５ 業務計画書の提出 

(１) 受託者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成し、委託者に提出すること。 

(２) 業務計画書には、次の事項を記載すること。 

ア 業務内容 

イ 業務実施方針 

ウ 業務詳細工程 

エ 業務実施体制及び組織計画（公認会計士等経歴含む） 

オ 業務フローチャート 

カ 打合せ計画 
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キ 使用する主な図書及び基準 

ク 連絡体制（緊急時含む） 

ケ その他本市が必要とする事項 

(３) 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度委託

者に変更業務計画書を提出すること。 

(４) 委託者が指示した事項については、受託者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出

すること。 

 

６ 本業務のスケジュール（想定） 

 本業務のスケジュールは、次のとおり想定しており、予期せぬ事態による進捗状況の変動が

生じる場合がある。 

(１) 業務実施に係る打合せ・・・・・・・・・・・・・・令和７年７月～８月 

(２) 財務検査手順書の作成・・・・・・・・・・・・・・令和７年７月～８月 

(３) 仲卸業者の財務分析・・・・・・・・・・・・・・・令和７年８月～令和８年３月 

(４) 卸売業者の財務分析及び現地調査・・・・・・・・・令和７年９月～１２月 

(５) 財務諸表分析等結果報告書の作成・・・・・・・・・令和７年１２月～令和８年３月 

(６) 市検査職員への研修及び経営改善等の検討業務 ・・令和８年２月～令和８年３月 

(７) 財務諸表分析等結果の報告・・・・・・・・・・・・令和８年３月 

(８) 財務諸表分析及び検査指導マニュアルの作成支援・・令和７年７月～令和８年３月 

 

７ 資料の貸与及び返却 

(１) 委託者は、業務を進めるに当たって必要となる関係資料を受託者に貸与すること。 

(２) 受託者は、貸与された関係資料等の必要がなくなった場合は、直ちに委託者に返却する

こと。 

(３) 受託者は、守秘義務が求められる資料については複写しないこと。 

 

８ 成果物の提出及び検査 

(１) 受託者は、業務が完了したときは、業務完了届を提出するとともに、業務報告書及び成

果物を提出し検査を受けること。 

(２) 受託者は、委託者の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物

の部分引渡しをして検査を受けること。 

(３) 受託者は、成果物において使用する言語は日本語、数字は算用数字、通貨は日本円、計

量単位は計量法に定めるものとすること。 

 

９ 守秘義務 

受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を、履行期間中・完了後を問わず第三者に漏らさ

ないこと。 
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第２章 業務内容 

１ 財務検査及び財務諸表分析支援 

卸売業者及び仲卸業者による本市場施設の使用に際し、市場業務の適正かつ健全な運営確保

のために必要となる情報を精査した上、最適な財務検査方法を確立し、会社ごとの経営分析を

含む財務分析資料の整理、作成を行う。 

 

【卸売業者】全５社のうち２社 

(１) 貸借対照表、損益計算書に関する事項 

(２) 純資産額に関する事項 

(３) 売買仕切金の支払に関する事項 

(４) 販売代金の回収に関する事項 

(５) その他本業務を行うに当たり付随する必要な事項 

【仲卸業者】全２１社のうちの８社 

(１) 貸借対照表、損益計算書に関する事項 

(２) 税務申告書に関する事項 

(３) その他本業務を行うに当たり付随する必要な事項 

 

２ 業務実施に係る打合せ 

業務内容は概要を示したものであり、業務の実施に当たっては委託者と十分に打合せを行う。 

 

３ 財務検査手続きの整理 

 現地で実施する財務検査手続きを整理し、財務検査手順書の作成を行う。 

 

４ 現地調査 

 会社ごとに現地調査を実施、財務諸表分析の結果を説明するとともに、「３の財務検査手順書」

に基づきヒアリングを行う。 

 

５  現地調査結果のとりまとめ 

現地調査における会社ごとの結果を整理、必要な資料及び会議記録を作成（年間３回程度） 

 

６ 検査職員に対する研修及び市場活性化の取組についての相談 

(１) 「１ 財務諸表分析、３ 財務検査手続きの整理、４ 現地調査」を踏まえ、財務検査

を円滑に実施するため、検査を行う上での着眼点や検査手法について、研修資料を作成し

市検査職員に対する研修を行う。 

(２) 卸売業者が経営を行う上で、課題や解決方法について専門的な見地に立ち、アドバイス

を行う。 

 

７ 財務諸表分析及び検査指導マニュアルの作成支援 

  市が使用する財務諸表分析及び検査指導マニュアルの作成を支援する。 
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８ 成果物 

受託者は、本業務の完了にあたり、次のものを委託者に引き渡すこと。 

成果物の種類と提出部数 

(１) 報告書（Ａ４判、縦型、横書き、左綴り、製本） １０部 

ア 業務計画書 

イ 財務検査手順書 

ウ 財務諸表分析及び検査に係る研修資料 

エ 財務諸表分析等結果報告書 

オ 会議記録 

(２) 上記報告書等を収めた電子データ（ＣＤ－Ｒ）  ２部 

(３) その他委託者が必要とする書類 

 

９ 適正な労働条件の確保に関する項目 

労働関係法規を遵守及び適正な労働条件を確保に関しては、次によることとする。（法定事項） 

(１) 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当たっては、

就労の実態を踏まえ、完全週休２日制の導入や１日の労働時間を縮減する等、法定労働時

間の週 40時間（特例措置の適用を受ける事業にあっては、週 44 時間）を遵守すること。 

また、時間外、休日及び深夜（午後 10 時から翌日の午前５時まで）に、労働させた場合

においては、同法に定める率の割増賃金を支払うこと。 

(２) 雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対

して、最低 10 日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者について

も、所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること。 

(３) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交付

すること。 

(４) 賃金は毎月１回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅延

等の事態が起こらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金法の定めるとこ

ろにより最低賃金額以上の額を支払うこと。 

(５) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法令に従

い加入すること。なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、

国民健康保険及び国民年金に加入するよう指導すること。 

(６) (１)から(５)までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規

を遵守すること。 

 


